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通所介護 

 

【減算】 

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。 

減算の種類 減算の要件 

減算額 

基本 

利用料 

利用者負担金 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

事業所と同一

建物に居住す

る利用者への

サービス提供

減算 

当該減算の要件に該当した

場合（１日につき） 
９４０円 ９４円  １８８円 ２８２円 

事業所が送迎

を行わない 

場合 

利用者が自ら通う場合 

家族が送迎を行う場合 

（片道につき） 

４７０円 ４７円 ９４円 １４１円 

 

 


